
福
祉
タ
ク
シ
ー
の
利
用
券
を
交
付
し
ま
す 

〜
交
付
対
象
を
拡
充
し
ま
し
た
〜 

　
市
で
は
、
高
齢
者
や
障
害
を
お
持

ち
の
方
が
通
院
な
ど
で
タ
ク
シ
ー
を
 

利
用
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
の
費
用
の

一
部
を
助
成
す
る
福
祉
タ
ク
シ
ー
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
 

　
現
在
、
お
持
ち
の
タ
ク
シ
ー
券
は

６
月
末
ま
で
の
有
効
期
限
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
７
月
以
降
も
引
き
続

き
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付
を
希
望
さ
れ

る
方
や
、
新
た
に
対
象
者
と
な
ら
れ

る
方
は
、
６
月
２６
日
（金）
以
降
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
な
お
、
広
報
か
と
う
４
月
号
で
お

知
ら
せ
し
た
と
お
り
、
今
年
度
か
ら

対
象
と
な
る
方
の
所
得
要
件
が
緩
和

さ
れ
、
よ
り
多
く
の
方
に
ご
利
用
い

た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

対
象
者
 

　
加
東
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
市

　
町
村
民
税
の
所
得
割
非
課
税
ま
た

　
は
均
等
割
の
み
課
税
の
方
で
、
次

　
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
 

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
方
 

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

　
の
方
 

④
７５
歳
以
上
の
方
 

受
付
期
間
 

　
６
月
２６
日
（金）
か
ら
随
時
 

 

交
付
枚
数
 

　
申
請
月
か
ら
１
か
月
あ
た
り
２
枚
 

助
成
額
 

　
１
回
の
乗
車
に
つ
き
基
本
料
金
分
 

申
請
窓
口
 

　
各
庁
舎
窓
口
セ
ン
タ
ー
 

 問
い
合
わ
せ

　
福
祉
部
高
齢
介
護
課（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
４
４
０

６５
歳
以
上
で
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は
 

　
長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）
制
度
に
加
入
で
き
ま
す
 

 

※
１
 
一
定
の
障
害
と
は
 

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
・
　

　
４
級
の
一
部
（
下
肢
関
係
、
音
 

　
声
・
言
語
障
害
関
係
）
 

②
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
 

　
級
・
２
級
 

③
療
育
手
帳
Ａ
判
定
 

※
２
　
現
役
並
み
所
得
者
と
は
 

　
同
一
世
帯
に
住
民
税
課
税
所
得
１
　

　
４
５
万
円
以
上
の
長
寿
医
療
制
度
 

　
の
被
保
険
者
が
い
る
世
帯
の
方
 

ここが変わりました！

【ある５人世帯での例】

所得要件 
【変更前】 
　市町村民税の所得割非課税世帯に 
　属する方 
 
【変更後】 
　市町村民税非課税または均等割のみ 
　課税の方 
 

ポイントは 
　これまでは世帯の所得状況で判定していまし
たが、7月からは個人の所得により判定します。 
これにより、より多くの人にご利用いただける
ようになります。 

●おじいちゃん（80歳　農業　所得割非課税） 
●おばあちゃん（78歳　農業　所得割非課税) 
●息子（会社づとめ　所得割課税） 
●息子の嫁（専業主婦　所得割非課税） 
●孫（中学生） 
 今までは･･･
おじいちゃん、おばあちゃんとも75歳以上
なので年齢的な要件には当てはまっているが、
所得割課税世帯であるため、対象外となっ
ていました。 

7月からは･･･
世帯ではなく、個人の所得状況で判定する
ため、おじいちゃん、おばあちゃんとも福
祉タクシー利用券の交付対象となります。 

子
ど
も
の
発
達
 

　
 
何
で
も
相
談
の
ご
案
内
 

 

市
営
住
宅
入
居
者
募
集
の
ご
案
内
 

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
が
 

　
　
　
新
し
く
な
り
ま
す
 

　
学
校
で
の
学
習
の
ペ
ー
ス
に
つ
い

て
い
け
な
い
」「
友
達
と
の
関
係
が

う
ま
く
い
か
ず
、
す
ぐ
に
手
が
出
て

し
ま
う
」「
発
達
障
害
と
診
断
さ
れ

た
け
ど
、
今
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い

の
？
」
な
ど
、
発
達
に
関
す
る
こ
と
、

学
習
や
生
活
場
面
で
困
っ
て
い
る
こ

と
な
ど
を
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

　
ま
た
、
専
門
的
な
相
談
が
必
要
な

方
は
、
左
表
の
日
程
で
臨
床
心
理
士

に
よ
る
相
談
や
発
達
検
査
を
受
け
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。（
要
予
約
）
 

 対
象
年
齢
　
小
学
生
〜
１８
歳
ま
で
 

相
談
費
用
　
無
料
 

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
 
 
 

　
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

　
1
４
３
・
０
４
４
３

　
福
祉
部
社
会
福
祉
課
（
社
庁
舎
）

　
1
４
３
・
０
４
０
９

　
６
月
か
ら
一
部
の
団
地
に
つ
い
て
、

入
居
者
を
常
時
募
集
い
た
し
ま
す
。
 

　
こ
ち
ら
に
お
申
込
み
を
い
た
だ
く

と
、
受
付
順
に
名
簿
に
登
録
さ
れ
ま

す
。
希
望
の
住
宅
に
空
家
が
で
き
た

場
合
に
は
、
受
付
順
に
審
査
の
う
え
、

入
居
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 受
　
付
 

　
６
月
８
日
（月）
か
ら
常
時
行
い
ま
す
。
 

対
象
と
な
る
団
地
　
　
 

　
小
元
団
地
、
鴨
川
団
地
、
岩
の
花

　
団
地
、
平
安
団
地
、
森
尾
団
地
、

　
藪
団
地
、
下
三
草
団
地
（
高
齢
者

　
対
応
、
車
椅
子
対
応
）、
家
原
団

　
地
（
車
椅
子
対
応
）
 

申
込
方
法
　
　
 

　
申
込
案
内
書
は
、
建
設
総
務
課（
滝

　
野
庁
舎
）
に
あ
り
ま
す
。
 

　
詳
し
く
は
建
設
総
務
課
ま
で
お
問

　
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

問
い
合
わ
せ
 

　
建
設
部
建
設
総
務
課（
滝
野
庁
舎
）

　
1
４
８
・
３
４
６
３

　
現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
が
、
７

月
１
日
か
ら
新
し
い
受
給
者
証
に
変

わ
り
ま
す
。
平
成
２０
年
中
の
所
得
等

を
確
認
後
、
該
当
す
る
受
給
者
の
み

な
さ
ま
に
は
、
新
し
い
受
給
者
証
を

６
月
末
ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。
 

 【
該
当
す
る
受
給
者
証
】
 

◆
６５
歳
か
ら
６９
歳
の
老
人
医
療
費
受

　
給
者
証
老
 

◆
重
度
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
障
 

◆
高
齢
重
度
障
害
者
医
療
費
受
給
者

　
証
高
 

◆
乳
幼
児
等
医
療
費
受
給
者
証
乳
 

　
（
平
成
１２
年
４
月
２
日
以
降
出
生

　
の
乳
児
、
幼
児
、
児
童
が
対
象
） 

◆
母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
母
 

　（
現
況
届
を
提
出
さ
れ
た
方
）
 

※
各
健
康
保
険
発
行
の
高
齢
受
給
者

　
証
（
白
色
）
を
お
持
ち
の
方
は
、

　
今
回
の
更
新
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 問
い
合
わ
せ

　
市
民
安
全
部
保
険
・
医
療
課

　（
滝
野
庁
舎
）
　

　
1
４
８
・
３
０
０
４

○

○

○

○○

臨床心理士による相談・検査 

発達検査
（１人約２時間）

個別心理相談
（１人約１時間）

場　所

時　間

開催月 開　　催　　日

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3

9日(火)、23日(火) 

14日(火)、28日(火) 

11日(火)、25日(火) 

8日(火)、29日(火) 

13日(火)、27日(火) 

10日(火)、24日(火) 

8日(火)、22日(火) 

5日(火)、12日(火) 

9日(火)、23日(火) 

9日(火)、23日(火) 

 

17日(水) 

15日(水) 

19日(水) 

16日(水) 

14日(水) 

18日(水) 

16日(水) 

13日(水) 

10日(水) 

17日(水) 

 

加東市保健センター 

①13：30～　②15：30～ 

 

社庁舎　東棟会議室 

①14：30～　②15：30～ 

 

インターネット公売のお知らせ 
 市税滞納処分で差し押さえた財産を、次のとおりイ
ンターネット上で公売します。 
公売物件確認 
　①インターネット 
　　６月２日（火）１３時から詳細を確認いただけます。 
　　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/ 
　②市役所掲示板 
　　公売公告を６月１日（月）に掲示します。 
申し込み方法 
　上記のホームページアドレスからお申し込みください。 
参加申込期間 
　６月２日（火）１３時から６月１５日（月）１７時まで 
入札期間 
　６月１９日（金）１３時から６月２２日（月）１４時まで 
買受代金納付期限　６月２９日（月）１４時３０分 
その他 
　公売物件下見会の日程や、参加資格などの詳細は
　市ホームページ　（http://www.city.kato.lg.jp/）   
　からご確認ください。 
問い合わせ　総務部税務課（社庁舎）　1４３-０３９８ 

　
６５
歳
以
上
で
一
定
の
障
害（
※
１
）

が
あ
る
方
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
の
障
害
認
定
を
受
け
る
こ
と

で
、
長
寿
医
療（
後
期
高
齢
者
医
療
）

制
度
の
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
の
障
害
認
定
を
受
け
る
た
め
に
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。
 

　
長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）

制
度
に
加
入
し
た
場
合
は
、
病
院
で

の
一
部
負
担
金
は
１
割
（
現
役
並
み

所
得
者（
※
２
）は
３
割
）
と
な
り
、

加
入
し
た
月
か
ら
被
保
険
者
ご
と
に

保
険
料
が
発
生
し
ま
す
。
 

　
な
お
、
７５
歳
に
な
る
ま
で
は
、
い

つ
で
も
申
請
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
 

　
 

【
障
害
認
定
申
請
に
必
要
な
も
の
】 

①
現
在
加
入
の
健
康
保
険
証
 

②
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健

　
福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳
 

③
認
印
 

 問
い
合
わ
せ

　
市
民
安
全
部
保
険
・
医
療
課

　（
滝
野
庁
舎
）

　
1
４
８
・
３
０
０
４


